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はじめに 

 

私達が暮らす「南小岩南部・東松本付近地区」(次ページ 区域図参照。以下「本地区」と

称する。)は、木造住宅が密集し、行き止まり道路が多いなど、防災上の問題や課題を多く

抱え、東日本大震災の発生や首都直下地震の切迫性などを踏まえ、防災まちづくりの必要性

と緊急性が高い地域となっています。また、地区の南部には、「土地区画整理事業を施行す

べき区域」が指定され、建物の建替えが制約される場合があり、都市機能の更新が進みづら

いなどの課題を抱えています。 

 

そのため、平成２７年４月、江戸川区を事務局として、本地区内の１２町会・自治会の会

長をはじめ役員等による「まちづくり準備会」(以下「準備会」と称する。)を開催し、本地

区の防災まちづくりについて、本地区内にお住いの方、事業を営まれている方、土地や建物

を所有されている方の声を反映した「防災まちづくり提言」を作成することを決定しました。 

そして、平成２７年５月に「防災まちづくりニュース」第 1 号を発行して会員を募集し、

７月１６日に準備会員２０名に、公募による２０名を加えた計４０名で、「南小岩南部・東

松本付近地区防災まちづくり協議会」(以下「協議会」と称する。)を設立しました。 

協議会では、本地区の防災上の問題点や課題を共有したうえで、その解決方策についてワ

ークショップにより会員相互の意見交換によって議論してきました。 

この間、本地区の皆さんには、「防災まちづくりニュース」の発行を通して、協議会活動

の内容や経過をお知らせしてきたところです。 

 

そしてこのたび、２年半あまりの協議会活動のまとめとして『南小岩南部・東松本付近地

区 防災まちづくり提言書』を作成することができました。 

この提言を基に、私達と江戸川区が手を携え、本地区を「次世代につなぐ安全・安心な、

ゆとりを持って暮らせるまち」にするため、防災まちづくりが進むことを願っています。 

 

平成３０年 2 月 

南小岩南部・東松本付近地区防災まちづくり協議会 会員一同 
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１．まちの現状と課題 

協議会では、以下のような防災上の問題点・課題について共有しました。 

 

(１) 地震に対する地域危険度が高い 

東京都の「地震に関する地域危険度測定調査(第 7 回)」(平成 25 年 9 月)によると、

南小岩一～四丁目と東松本一丁目が火災危険度がランク４となっており、総合危険度も

南小岩二丁目を除いてランク４となっています。(ランク 5 が最も危険度が高い) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 防災上課題を抱えている整備地域に位置づけられている 

本地区の東部(前ページの区域図の灰色塗りつぶしの区域)は、東京都の「防災都市づ

くり推進計画(平成 28 年)」において、老朽木造建築物が多いなど防災上課題を抱えて

いる「整備地域(全 28 地域)」として位置づけられています。 

 

 

  

■町丁目別地域危険度の状況 

町丁目 
倒壊 

ランク 

火災 

ランク 

総合 

ランク 

南小岩一丁目 ３ ４ ４ 

南小岩二丁目 ３ ４ ３ 

南小岩三丁目 ３ ４ ４ 

南小岩四丁目 ３ ４ ４ 

東松本一丁目 ３ ４ ４ 

鹿骨三丁目 ２ ２ ２ 

鹿骨四丁目 ３ ２ ２ 

鹿骨五丁目 ３ ２ ２ 

 

 

図１ 地域危険度の状況 
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(３) 老朽木造住宅が多く燃え広がりやすい市街地(図４参照) 

東京都の「土地利用現況調査」(平成 23 年度)及び現地調査によると、本地区の建物

の 58.6％を木造建物が占めています。特に、戸建て住宅では、木造が 6 割を超えてい

ます。 

また、本地区の燃え広がりにくさを示す指標である「不燃領域率」は 54.2％となっ

ており、燃え広がらない市街地とされる 70％を大きく下回っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) 幅員 4m 以下の狭隘道路や行き止まり道路が多い(図５・６参照) 

本地区の街区の外周は概ね幅員 4.5ｍ以上の道路で囲まれており、防災上有効な幅員

6ｍ以上の道路も比較的多く整備されています。また、幅員 6ｍ以上の道路から 140

ｍ以遠の消防活動困難区域は、本地区内には存在しません。 

しかし、街区内部においては、幅員 4ｍ未満の狭隘道路も多く、また、行き止まり道

路も多く見られます。これらの道路では、災害時に建物等の倒壊や火災などにより道路

が閉塞され、避難や救助などの活動に支障をきたす危険性が高くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     図２ 長い行き止まり道路 図３ 幅員 2ｍ未満の行き止まり道路 

 

  

構造別建物の状況

戸建住宅 共同住宅 併用住宅 小計
2,206棟 302棟 189棟 2,697棟 142棟 2,839棟
62.3％ 48.2％ 52.4％ 59.5％ 45.2％ 58.6％
1,336棟 324棟 172棟 1,832棟 172棟 2,004棟
37.7％ 51.8％ 47.6％ 40.5％ 54.8％ 41.4％
3,542棟 626棟 361棟 4,529棟 314棟 4,843棟
100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

平成23年土地利用現況調査及び現地調査結果

木造

非木造

合計

住宅
合　計非住宅
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図４ 構造別建物の状況図 
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図５ 幅員別道路状況図 
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図６ 行き止まり道路状況図 
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(５) 災害時に有効な消防水利が少ない(図８参照) 

災害時に有効である消防水利として、防火水槽や地中梁防火水槽(大規模な建物の基礎

部分に設置されるもの)、学校のプールなどがありますが、この消防水利から 140ｍ以

遠の区域が地区内に多く存在します。また、これらの消防水利のうち、幅員 6ｍ以上の

道路に接道しない区域も存在します。 

 

(６) 公園や広場が少ない(図９参照) 

本地区内には、16 カ所 12,955 ㎡の公園・児童遊園が整備されています。公園・児

童遊園の全面積は、本地区の総面積 87.8ha に対して 1.48％となっており、土地区画

整理法施行規則第 9 条 6 号に定める設計基準 3％の半分程度です。地区面積の 3％を

達成するためには、約 13,370 ㎡が不足しています。 

一方で、街区公園の誘致圏である 250m 圏の状況を見ると、地区内はほぼ満たされ

ており、誘致圏外となっているのは、地区北部の柴又街道沿いと小岩第五中学校の西側

の一部の区域のみであることから、誘致圏としては充足している状況にあります。 

なお、本地区南部には、鹿本親水緑道、興農親水緑道、鹿骨親水緑道の 3 本の親水緑

道が整備されており、水と緑のうるおいのある環境が整備されています。また、本地区

西方約 150m には新中川が流れ、その両岸の河川敷及び堤防は緑地となっており、比

較的水と緑の環境は充実している地域となっています。 

さらに、本地区の東南約 200m には、大規模な公園である都立篠崎公園が計画・整

備(一部供用開始)され、江戸川河川敷とともに避難場所に指定されています。 

 

 

 

 

本地区内には大規模地震等の災害時に、ブロック塀な

どの倒壊や、鉢植えなどの道路占有物による通行障害な

どの危険性があります。 

 

 

(８) 土地区画整理事業を施行すべき区域と都市計画道路の未整備(図１０参照) 

本地区の南部に位置する東松本一丁目と鹿骨四・五丁目の全部と、南小岩一丁目と鹿

骨三丁目の各一部の地区には「土地区画整理事業を施行すべき区域」が指定されており、

この区域の建物の建替えに際して、制約を受ける場合があります。 

また、本地区の中央を南北に補助 285 号線が幅員 16ｍで計画され、本地区の北側

千葉街道(補助 142 号線)が同じく幅員 16ｍで現在事業中です。この内、補助 285 号

線の現道は交通量が多い上に歩道が未整備であることから、危険性が高い道路となって

おり、補助 285 号線の早期整備が求められます。  

図７ ブロック塀と塀の上の鉢植

え 

(７) ブロック塀や鉢植えなどによる災害時の 

危険性がある 
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図８ 幅員別道路及び消防水利の状況図 
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図９ 公園整備状況図 
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図１０ 市街地整備状況図 
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(９) 江戸川区街づくり基本プランの位置づけ 

江戸川区街づくり基本プラン(平成11年2月)

において、本地区の土地利用の方針として千葉街

道に近い区域は「一般住宅地形成」、これを除く

南側の区域が「低層住宅地形成」と位置づけられ

ています。 

地域別方針の土地利用及び基盤施設整備の方

針としては、千葉街道沿道と柴又街道沿道につい

ては、「延焼遮断や騒音緩衝機能の向上と賑わい

のある複合市街地の形成」。補助 285 号線現道か

ら五中通り沿道と南小岩二丁目アパート西側の

道路沿道については、「地域生活に根ざした商店

街の形成」。一般住宅地は、「密集市街地の改善を

図り、必要な基盤施設を整備し、一般住宅地を形

成」。低層住宅地は、「必要な基盤施設の整備を検

討して、低層住宅地を形成」とそれぞれ位置づけ

られています。また、「土地区画整理事業を施行

すべき区域」が指定されている区域について「地

区計画による誘導を行うとともに、不十分な都市

施設を個々に整備する地区」と位置づけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 延焼遮断や騒音緩衝機能の向上と 

賑わいのある複合市街地の形成 

 
地域生活に根ざした商店街の形成 

 密集市街地の改善を図り、必要な基盤

施設を整備し、一般住宅地を形成 

 必要な基盤施設の整備を検討して、 

低層住宅地を形成 

 
地域幹線道路の整備 

 

図１１ 街づくり基本プラン 
土地利用方針図 

図１２ 街づくり基本プラン 
土地利用及び基盤施設整備の方針図 
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２．防災まちづくりの目標と方針 

まちの現状と課題を踏まえ、本地区の防災まちづくりの目標と方針を以下のように提案し

ます。 

 

(１) 防災まちづくりの目標と方針 

≪まちづくりの目標≫ 

「次世代につなぐ安全・安心な、ゆとりを持って暮らせるまち」 

 

≪まちづくりの方針≫ 

１)災害に強いまち 

地区の中央を南北に通る補助第 285 号線の整備とあわせて、地区内で不足する 

一時避難場所となる公園等の整備を進める。 

また、老朽木造建物の建替えによる不燃化や耐震化を進め、細街路の拡幅とあわせ

て、大規模地震等の災害時に燃え広がらない災害に強いまちをつくる。 

 

２)緑豊かで様々な世代が安心して暮らせるまち 

公園や広場等の整備を進め、緑豊かで様々な世代が交流できる環境を整備するとと

もに、様々な世代の住める良質な住宅環境の整備を図る。 

 

３)安全・安心、快適に暮らせるまち 

街区内部の細街路の改善を建物の建替えに合わせて進め、交差点部における隅切り

の整備やブロック塀等の生け垣化など、人や自転車も含めて誰もが安全・安心に通行

できる環境整備を図るとともに、防犯性の高い街並みの形成を図る。 
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(２) まちづくり構想図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 1３ まちづくり構想図 
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３．まちの課題解決に向けた解決方策 

防災まちづくりの目標と方針を達成するため、課題の解決方策を以下のように提案します。 

(１) 老朽木造住宅等の密集の改善 

１)木造建物の不燃建替えを促進する 

①不燃化特区制度を活用した個別建替えの促進 

東京都の不燃化特区制度を活用し、昭和 56 年以前に建てられた古い木造建物の

取り壊し費用や燃えにくい建物への建替え費用の一部に助成を受けることができま

す。併せて、東京都から固定資産税等の一定期間の減免を受けることもできます。 

(助成期間：平成 27 年 4 月～平成 33 年 3 月末)  

 

②新たな防火規制制度による不燃化の促進 

既に、本地区は東京都建築安全条例による 

「新たな防火規制」の区域に、鹿骨五丁目を 

除いた準防火地域が指定されています。 

これにより、この区域において建物を 

新築する場合、基本的に準耐火建築物以上の 

建築物となります。 

 

 

③都市計画道路沿道の不燃化の促進 

千葉街道と補助 285 号線沿道地域は、延焼遮断帯としての機能が期待されてい

ます。このため、都市計画道路事業の開始と合わせて、沿道 30m の区域に 

不燃建替えに対して助成を受けられる都市防災不燃化促進事業を導入して、 

不燃建替えを促進します。 

(千葉街道の沿道には、既に都市防災不燃化促進事業が導入されています) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1４ 新たな防火規制 

※床面積 50 ㎡以内の平屋建ての付属建築物は、 

 木造防火構造建築物とすることができます。 

※ 

準耐火建築物 

耐火建築物 

50 ㎡ 

1 階 

2 階 

3 階 

4 階 

以上 

500 ㎡ 1500 ㎡ 

[床面積] 

[階数] 

図 1５ 延焼遮断帯のイメージ(東京都防災都市づくり推進計画より) 
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２)共同建替えを助成し耐火建築物の整備を誘導する 

密集事業を活用して共同建替えを助成することにより、耐火建築物への建替えを

促進します。 

 

３)空地の確保により密集の改善を図る 

密集事業を活用して公園や広場の整備を

推進します。 

公園・広場の整備にあたっては、災害時

の消防水利となる防火水槽の整備を行うと

ともに、災害時に地域住民の避難活動や応

急活動の拠点となるよう、かまどベンチや

マンホールトイレ等の防災機能を合わせて

整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 1７ 松島ふれあい広場に設置された防災機能 

図 1６ 松島もみじひろば 



17 
 

４)敷地面積の最低規模を定めて建て詰まりを防止する 

地区計画を活用して敷地面積の最低規模を定めて、ミニ開発等による建物の密集

や建て詰まりを防止します。本地区では、現在定められている用途地域において、

住居系の用途地域に最低敷地規模 70 ㎡が定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５)建替えに併せて道路沿道に延焼の低減やゆとりの空間を確保する 

地区計画を活用して壁面の位置の制限を定めて、建替えの際に道路から一定距離

を離して建物を建築するよう規制します。これにより道路沿いに延焼火災の危険性

を低減する空間を確保するとともに、ゆとりある街並みを実現します。 

なお、隣地境界からの壁面の後退は、既に民法第 234 条(境界線付近の建築の制

限)において 50 ㎝離さなければならないと定められており、これを地域で守ってい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 1８ 敷地面積の最低規模のイメージ 

図 1９ 道路からの壁面の位置の制限のイメージ 
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(２) 道路網の改善 

１)主要な生活道路網を維持改善する 

災害時に有効な防災活動路となる 

幅員 6m 以上の主要生活道路は、 

本地区においては十分整備されており、 

消防活動困難区域も見られません。 

このため、本地区においては主要生活

道路の整備は行わないものとします。 

さらに、地区計画を活用して壁面の

位置の制限を行うことにより、ゆとり

ある空間を確保していきます。 

 

 

 

 

２)行き止まり道路における二方向避難経路の確保を図る 

①公園や広場の整備により二方向避難経路の確保を図る 

密集事業を活用して公園や広場の整備を行うとともに、これらの公園や広場に 

接する行き止まり道路がある場合、災害時に通行できるように整備します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図２０ 幅員６ｍの道路 

(ホースカーが自由に動ける) 

公園・広場

を整備 

図２１ 公園広場を活用した避難経路の確保のイメージ 

火災が発
生した 

地震で建
物が倒壊
した 
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②民間敷地内に災害時の避難経路を確保する 

現在、区では行き止まり部分の敷地で建替えが計画されたときに、災害時の避難

経路を確保するために、建築主に対して、将来災害の際に通り抜けが可能となるよ

うに、隣の敷地との間に一定間隔を空けて建築するとともに塀などの工作物を設置

しないよう、お願いをしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３)幅員 4m 未満の狭隘道路を解消する 

建替えの際に、建築基準法に基づいて道路中心から 2ｍの位置まで後退して建築

を行い、狭隘道路の削減に努めていきます。 

通り抜け道路においては、区の「細街路拡幅整備事業」を活用することにより後

退に伴う L 型側溝の整備や路面の舗装費用に加え、一定条件を満たすことで「ブロ

ック塀撤去」「ネットフ

ェンス撤去」「水道管移

設」「樹木の移植」の費

用について、区から助

成を受けることができ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【建替え前】 【建替え後】 

建物や工作物を 
設置しないよう依頼 

図２２ 民間敷地を活用した避難経路の確保のイメージ 

図２３ 

幅員 4ｍ未満の道路におけ

る建替えに合わせた後退の

イメージ 
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４)生活道路交差点における見通しを確保する 

生活道路の交差点において、 

隅切りを設けることにより見通

しを確保でき、出会い頭の交通事

故を減らしていきます。 

東京都建築安全条例に加えて、

地区計画における壁面の位置の

制限も活用して幅員 6m 以上の

道路の交差点でも隅切りを確保

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東小岩四丁目の建替えに 
合わせたセットバック事例 
(細街路拡幅整備事業活用) 

図 2４ 細街路拡幅整備事業活用事例 

隅
切
り
が
な
い
場
合
の
視
野
角 

 

 

隅
切
り
を
整
備
し
た
場
合
の
視
野
角 

 

 

 

視認位置 
も手前に 

 

図 2５ 隅切り整備のイメージ 
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(３) 道路占有物の改善 

１)ブロック塀を削減する 

ブロック塀等の積層塀は、大規模地震の際に

倒壊して人的被害を出す危険性があるだけで

はなく、倒壊することで道路をふさぐ「道路閉

塞」により、避難や消防・救急活動に支障をき

たす危険性があることから、地区計画を活用し

てブロック塀をネットフェンスや生け垣など

に誘導します。 

これにより、見通しの良い明るい街並みにな

るとともに、空き巣などの犯罪予防にも役立ち

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２)道路占有物や転倒落下物の削減に努める 

鉢植えなど道路占有物は緊急車両の通行の 

障害となるとともに、街並みを雑然とさせます。

また、十分に管理されていない看板やエアコンの

室外機などは、大規模地震や台風等の際に落下 

する危険性があります。 

これらの削減・解消に向けて、区と自治会・ 

町会がともに様々な機会を捉えて地域住民にその

危険性を啓発していきます。 

 

 

 

 

  
図 2９ 細街路は緊急車両通行が困難 

 

図 2７ 生け垣による街並み 
(埼玉県北鴻巣駅西口地区) 

 

図 2８ フェンスに統一された街並み 
(横浜市戸塚駅前地区) 

図 2６ 熊本地震での 
ブロック塀の倒壊 
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３)電線の地中化を推進する 

道路の通行障害となっているとともに、景観を阻害している電線の地中化を推進

していきます。今後整備される都市計画道路は、電線を地中化します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図３０ 電線を地中化した 
補助 288 号線 
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(４) 防災性の向上 

１)災害時における消防水利を充実させる 

密集事業を活用して、災害時に有効な防火水槽を公園・広場の整備に併せて整備

していくとともに、大規模な建築計画に対して地中梁防火水槽の整備を要請してい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２)避難場所・避難所を充実させる 

災害時に一時避難場所や防災活動の拠点となる公園・広場を、密集事業を活用し

て整備していきます。また、東京都により、篠崎公園の整備が順次進められており、

避難場所「篠崎公園・江戸川緑地一帯」の拡充が進んでいます。 

避難所については、全ての小中学校で耐震診断及び耐震補強が完了しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

図 31 
阪神淡路大震災では、 
消防水利の不足に 

より延焼火災が 
進んでしまいました。 
 
 
 
 

 
【長田区鷹取商店街】 

図 32 拡張された篠崎公園 
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(５) 住環境等の維持・向上 

１)良好な住宅地にふさわしくない建物用途を制限する 

本地区の千葉街道沿道や柴又街道沿道と近隣商業地域が指定されている区域につ

いては、風俗営業等の店舗が立地する可能性があります。これらの区域の賑わいが

損なわれないよう配慮しつつ、地区計画を活用して本地区の大半を占める低層住宅

地の環境を阻害しないよう 

風俗営業等の立地を規制して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２)突出した高さの建物を制限する 

本地区の千葉街道沿道や柴又街道沿道、それ以外の近隣商業地域の一部及び第一

種住居地域が指定されている区域については、突出した高さの建物が建築される可

能性があります。良好な住環境やゆとりある環境を維持するため、用途地域で指定

されている容積率等を考慮しながら、地区計画を活用して建物の高さを制限します。 

住宅地では 5 階程度、広域幹線道路沿道では 9 階程度、その他の幹線道路や商業

地では 6 階程度とします。(図 35 参照) 

なお、本地区の一部の住居系の用途地域においては、都市計画で高さの最高限度

16ｍが既に指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 33 ファッションホテル等の禁止 

図 3４ 建物の高さの最高限度の指定 
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19m(6 階程度) 

19m(6 階程度) 

28m(9 階程度) 

19m(6 階程度) 

16m(5 階程度) 

25m(8 階程度) 

図 35 建物の高さの最高限度案 

千葉街道北側の南小岩七・八丁目で

は、既に地区計画で高さの制限が 

定まっています。(ピンク塗りつぶし) 

31m(10 階程度) 

28m(9 階程度) 

16m(5 階程度) 

16m(5 階程度) 
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３)ゆとりある良好な低層住宅地の環境を維持する 

「(１)老朽木造住宅等の密集の改善」に記載のとおり、地区計画を活用して敷地面

積の最低規模や道路からの壁面の位置の制限を活用して、ゆとりある良好な住宅地

としての環境を維持します。 

 

４)落ちつきのある住宅地としての環境や景観を維持する 

① 刺激的な色の建物を制限する 

原色に近い色を多用した建物については、 

住宅地としての景観を阻害する可能性が 

あることから、地区計画を活用して周辺の 

街並みに調和した色使いに誘導します。 

 

 

 

 

 

 

 

② ブロック塀等を制限する 

「(３) 道路占有物を改善」に記載のとおり、ブロック塀等は災害時に危険である

とともに、街並み景観を暗くする可能性があります。本地区が良好な街並み景観を

維持･改善できるよう、地区計画を活用してブロック塀等を制限し、生け垣やネット

フェンス等に誘導します。 

 

５)建物の良好な建替えを誘導する 

本地区の南部に指定されている「土地区画整理事業を施行すべき区域」を解除し

て、建物の建替えをしやすくします。 

また、建築基準法に基づいた良好な建替えを誘導するとともに、接道状況等によ

り建替えが困難な建物については、周辺敷地と協議して将来の幅員４ｍの道路状の

空間が確保されることを前提として、良好な建替えを誘導していきます。 

 

 

 

  

図 36 原色を使ったアパートの事例 
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４．防災まちづくりの進め方 

本地区の防災まちづくりの目標と方針を達成するため、住民と区が協働して以下のような

まちづくりを進めて行きます。 

 

１)地区計画を活用したまちづくりの推進 

地区計画は、地区の特性にふさわしい良好な市街地環境の整備・保全を誘導する

ため、 

○道路・公園の配置 

○建築物に関するルール 

を定める制度です。 

建物の建替え時に地区独自のルールを守ってもらうことでまちを修復していきま

す。 

本地区においても、地区計画を活用して、安全で良好な環境のまちづくりを進め

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２)密集事業を活用したまちづくりの推進 

老朽化した木造住宅が密集し、首都直下地震が発生した場合等に火災の延焼拡大

の危険性が高い地域において、道路や公園を整備し、地区の防災性と住環境の改善

を図るための事業です。 

本地区においても、密集事業[住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)]

を活用して公園や広場の整備、建物の共同化等を進めて行きます。 

  

図 37 地区計画による整備イメージ 



28 
 

 

  

3)まちづくりの取り組み概要 

 地区のまちづくりの目標に向けた、本地区での取り組みの概要は以下のとおりです。 

■老朽木造住宅が 

密集している 

■地震に関する 

地域危険度が高い 

建替え促進・ 

  建物の不燃化 

消防水利・ 

   空地の確保 

不燃化特区・ 

都市防災不燃化促進事業 

による建替助成 

密集事業による公園整備 

新たな防火規制による 

建物の不燃化 

■良好な住環境の維持 
地区特性にあった 

建替えの誘導 

地区計画による 

新築・建替えの際の制限 

避難や消防活動の

ための空間の確保 

地区の課題 
課題に対する 

取り組み方針 
取組み 

延焼遮断帯の形成 補助第 285 号線の整備 
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南小岩南部・ 
  東松本付近地区 

約 87.8ha 

 

密集事業導入・地区計画策定 

区域 

都市防災不燃化促進事業区域 新たな防火規制区域 

図 38 まちづくりの取り組み区域図 

不燃化特区区域 
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資料編 
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防災まちづくり協議会について 
 

1．防災まちづくり協議会とは 

協議会会員の皆さんで話し合い、ワークショップ等を通じて、地区の防災上の課題を

整理し、課題解決に向けた事業や制度の活用、住民の取組み等について検討してい

きます。 

最終的に、防災対策・災害対策を考える上での、自助、共助、公助の基となる、 

今後のまちづくりの目標・方針等をまちづくり提言書にまとめてく予定です。 

 

2．防災まちづくりの進め方(案) 

防災まちづくり協議会活動を含めた防災まちづくり全体を今後以下のとおり進めてい

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【江戸川区】 

密集事業・地区計画等について 

導入・策定を検討 

【地域】 

地域の防災活動(自助・共助)の実践 

 

江戸川区へまちづくり提言書を提出 

事務局：【江戸川区】 

協議会開催準備及び調整、 

資料作成、住民周知等 

技術支援：【コンサルタント】 

まちづくりに関する法や制度の説明、 

各事業・制度等の活用の提案、 

ニュース案の作成等の技術支援 

防災まちづくり協議会活動【協議会会員及び地域住民】 

 まちの課題を話し合う 

 まちづくりの目標・方針を考える 

 課題解決の方策を考える 

 まちづくりの目標・方針、取り組みを提言書にまとめる 
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南小岩南部・東松本付近地区防災まちづくり協議会 検討経過 

日 付 名 称 内 容 

平成 27 年 
4 月 23 日 

まちづくり 
準備会 

・地区の現状と課題、予定・検討している制度・事業について 
・まちづくり協議会の進め方について 
・まちづくりニュース第一号の発行について 

平成 27 年 
7 月 16 日 

防災 
まちづくり 
協議会 
設立総会 

・参加者、会員、事務局の紹介 
・会則(案)について 

平成 27 年 
7 月 16 日 

第 1 回防災 
まちづくり 
協議会 

・地区の現状と課題、特性等の把握 
・新たな防火規制について 
・防災まちづくりニュースの発行について 

平成 28 年 
2 月 24 日 

第 2 回防災 
まちづくり 
協議会 

・江戸川区の木造住宅密集地域への取り組みについて 
・防災まちづくりニュースの発行について 

平成 28 年 
5 月 11 日 

第 3 回防災 
まちづくり 
協議会 

・地区の建物や土地にかかわる
様々なルールについて 

・地区の災害危険の状況につい
て 

平成 28 年 
6 月 18 日 

第 4 回防災 
まちづくり 
協議会 

・防災まち歩き点検 

平成 28 年 
8 月 25 日 

第５回防災 
まちづくり 
協議会 

・まち歩き結果報告会 
・防災まちづくりにおける課題の整理 

平成 28 年 
11 月 10 日 

第 6 回防災 
まちづくり 

協議会 

・まちづくりの目標・方針についての議論 

・キャッチフレーズの作成 
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南小岩南部・東松本付近地区防災まちづくり協議会 検討経過(つづき) 

日 付 名 称 内 容 

平成 29 年 
1 月 25 日 

第 7 回防災 
まちづくり 
協議会 

・まちづくりの目標・方針に 

ついてのまとめ 

・まちづくりの課題と解決方策 
について説明 

平成 29 年 
3 月 22 日 

第 8 回防災 
まちづくり 
協議会 

・まちづくりの目標・方針につい

ての確認 

・課題と方策の検討：建物の密集 

・課題と方策の検討：主要生活 
道路のネットワーク 

平成 29 年 
5 月 24 日 

第 9 回防災 
まちづくり 

協議会 

・課題と方策の検討：行き止まり道路 

・課題と方策の検討：狭あい道路 

・課題と方策の検討：交通安全の確保 

平成 29 年 
8 月 23 日 

第 10 回 
防災 
まちづくり 
協議会 

・課題と方策の検討：交通安全の確保 

・課題と方策の検討：道路上占有物・転倒落下物 

・課題と方策の検討：消防活動のしやすさ 

平成 29 年 
10 月 19 日 

第 11 回 
防災 
まちづくり 
協議会 

・江戸川区の災害対策の取り組み紹介 

・課題と方策の検討：一時避難場所・集合場所の不足 

・課題と方策の検討：避難場所・避難所の安全確保 

・課題と方策の検討：落ち着いた住環境の維持 

・課題と方策の検討：管理不十分な空き地・空き家 

・課題と方策の検討：接道不良の建物 

平成 29 年 
1２月1２日 

第 1２回 
防災 
まちづくり 
協議会 

・防災まちづくり提言書の確認 
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「南小岩南部・東松本付近地区防災まちづくり提言書」 

平成 30 年 2 月 

 

発 行：南小岩南部・東松本付近地区防災まちづくり協議会 

事務局：江戸川区都市開発部まちづくり調整課 


